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本日の流れ

〇高齢者虐待の現状と発生要因
・高齢者虐待とは
・高齢者虐待対応の基本的な視点
・統計から
・不適切な対応
・身体拘束 など

〇職場での虐待防止に向けた取り組み
・事業者としての責務と取り組み
・職場内研修
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高齢者虐待防止法において養介護施設・事業所に課せられている責務等

〇施設の設置者及び養介護事業を行うものに下記の責務が課せられている
・従事者に対する研修の実施
・利用者や家族からの苦情処理体制の整備
・その他の養介護施設従事者による高齢者虐待防止のための措置

早期発見・早期対応の観点から「従事者から虐待を受けたと思われる高齢者」を発見
した者からの通報を妨げない（事業所内の調査後の市町への「報告」では、通報によ
る市町の対応を遅滞させる恐れがある）

〇養介護施設従事者等は高齢者虐待の早期発見、虐待防止の啓発活動、虐待
を受けた高齢者を保護するための施策への協力が努力義務

〇業務に従事している養介護施設・事業所において、業務に従事する養介護施設
従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際の通報義務

法第２０条

法第5条

法第２1条
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１） 虐待の未然防止・早期発見に向けた取り組みの推進

〇令和6年４月から、全ての介護サービス施設・事業者の運営基準に基づ
く高齢者虐待防止措置を義務利、令和６年度の介護報酬改定において、
当該措置を講じない場合に、基本報酬を減産する高齢者虐待防止措置未
実施減算（居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く）を導入 集団
指導や運営指導を通じて励行

①虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
②虐待の防止のための指針御設置
③介護職員その他の従事者に対する、虐待防止のための研修の定期的な実施
④虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く

※これらの「高齢者虐待防止措置」は、全ての養介護施設等の基準省令に定
めており、運営規定に定めておかなければならない事項
※有料老人ホームについては設置運営標準指導方針にこれらを規定
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２） 管理職・職員の研修・資質向上

３） 開かれた組織運営

４） 苦情処理体制

５） 組織・運営

〇職員自らが意識を高め、実践につなげるために、定期的な研修が重要
〇特に居宅系サービスでは、養護者による高齢者虐待やセルフネグレクト、消費者被害
などの発見・対応についても研修に含めることが望ましい

〇虐待の背景には組織・運営面の課題があること、管理者は職場環境の問題を把握し、
法人の業務管理責任者に方向・助言を受けることが求められる
〇管理者自身が高齢者虐待防止法や関係省令について理解し、適切な取り組みを主
導し、定期的に業務管理体制をチェック・見直しことが重要

〇苦情を受け付ける窓口設置する等の必要な措置を講じる

〇風通しの良い組織運営、第三者である外部の目を積極的に入れる
〇外部評価、情報公表、運営推進会議等の活用、地域住民等との積極的交流、介護
サービス相談員派遣事業の活用等
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権利擁護としての高齢者虐待対応
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権利擁護としての高齢者虐待対応
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高齢者虐待対応に向けた基本的視点

① 発生予防から高齢者の生活安定までの継続的な支援

② 高齢者自身の意思の尊重（意思決定支援、権利擁護）

③虐待を未然に防ぐ積極的なアプローチ

④早期発見・早期対応

⑤高齢者本人共に養護者支援

⑥関係機関の連携・協力によるチーム対応
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令和6年度「高齢者虐待防止法」に基づく対応状況等に関する調査結果の概要

厚生労働省 令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果より
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令和6年度「高齢者虐待防止法」に基づく対応状況等に関する調査結果の概要

10



高齢者虐待防止法に定める養介護施設従事者等の範囲
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の類型

区分 具体的な例

ⅰ 身体的虐待

①暴力的行為
②本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う

行為
③「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束等

ⅱ
介護・世話の

放棄・放任

①必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行
為

②高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
④高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
⑤その他職務上の義務を著しく怠ること

ⅲ 心理的虐待

①威嚇的な発言、態度
②侮辱的な発言、態度
③高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
④高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
⑤心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
⑥その他

ⅳ 性的虐待 ○本人への性的な行為の強要又は性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為。

ⅴ 経済的虐待
○本人の合意なしに、又は、判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を本人以外のた

めに消費すること。あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希望する金銭
の使用を理由なく制限すること。
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